
岡山いきいき子育て応援事業補助金交付要綱

（目的）

第１ この要綱は、岡山いきいき子育て応援事業実施要綱（以下「実施要綱」という ）。

の規定に基づき、岡山いきいき子育て応援事業補助金（以下「補助金」という ）の交。

付に関し必要な事項について定め、補助事業の適正な運営を図ることを目的とする。

（補助事業者）

第２ この要綱において、補助を受けることができる者は、実施要綱第４に規定する者

とする。

（補助事業等）

第３ この要綱において、補助の対象となる事業（以下「補助事業」という ）は実施要。

綱第３に掲げる事業とする。

２ 補助事業は、実施要綱第３に掲げる事業のうち、申請者が新規に実施する事業を対

象とする。ただし、既存の事業についても、実施要綱の目的に合致し新たな事業展開

を行う場合は対象とする。

３ 次に掲げる費用については、対象としないものとする。

（１）個人に金銭給付を行い、又は個人の負担を直接的に軽減する事業

（２）既に実施している事業について、単に当該団体等の負担を軽減するための事業

（３）国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業

（４）認可外保育施設の運営に係る経費の一部を負担し、又は補助する事業

（５）施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の整地、職員宿舎の

設置等を含む ）。

（補助事業の完了期間）

第４ 補助事業は、平成２３年３月３１日までに完了しなければならない。

（補助金の額）

第５ 補助金の総額は予算の範囲内で別に定めるものとする。

２ 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、上限を２００万円とする。

また、次に掲げるものについては、当該各号に掲げる金額を超えないものとする。

（ ）付随的に行う施設整備費用又は設備の改修費用 １事業につき１００万円1

（ ）備品購入費用 １事業につき５０万円2

３ 補助金は、原則、精算払とする。ただし、申請者の希望により、補助申請額のうち

補助の対象となる経費の５割を上限として概算払ができるものとする。ただし、１円

未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

（補助対象経費）

第６ 岡山県が補助の対象とする補助対象経費は、別表に掲げるものとする。



（補助の申請）

第７ 補助を受けようとする者は、岡山いきいき子育て応援事業補助金交付申請書（別

記第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに岡山県知事（以下

「知事」という ）に提出しなければならない。。

（ ）事業計画書（別記第２号様式）1

（ ）収支予算書（別記第３号様式）2

（ ）申請団体規約等設立根拠規程3

( ) 県税の全税目について滞納がないことを証する書類4

（交付の決定）

第８ 知事は、第７の規定による申請があったときは、その内容を別に定める選定委員

会による審査を経て、交付の決定を行う。ただし、知事が特別の理由があると認めた

ときは、選定委員会の審議を経ることなく交付の決定をすることができる。この場合

において、知事は、事後に選定委員会に報告するものとする。

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金

の交付に条件を付すことができる。

、 、 （ ）３ 知事は 補助金の交付を決定したときは 補助金交付決定通知書 別記第４号様式

により、申請者に対して通知するものとする。

（申請の取下げ）

第９ 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という ）は、第８第３項の。

規定による通知を受領した場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付し

た条件に異議があるときは、当該通知受領後１４日以内に申請を取下げることができ

る。

（補助金概算払分の請求）

第１０ 補助事業者のうち、申請時に第５第３項の規定による補助金の概算払を希望し

た者は、第８第３項の規定による通知受領後１４日以内に概算払分請求書（別記第５

号様式）を知事に提出しなければならない。

（変更承認申請）

第１１ 補助事業者は、申請に係る事項の変更又は補助事業の廃止の承認を受けようと

するときは、あらかじめ知事に変更承認申請書（別記第６号様式）を提出し、承認を

受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。

（ ）事業内容の軽微な変更1

（ ）交付決定額の２０％以内の減額2

２ 知事は、第１項の規定による申請の内容を審査し、承認することを決定したときは

変更承認通知書（別記第７号様式）により通知する。

（状況報告）



第１２ 補助事業者は、知事から補助事業の遂行状況等について報告を求められたとき

は、速やかに書面により報告しなければならない。

（実績報告）

第１３ 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は当該事業の廃止の承認を受けた

ときは、速やかに実績報告書（別記第８号様式）に次に掲げる書類を添付して知事に

報告しなければならない。

（ ）決算書1

（ ）領収書2

（補助金の額の確定）

第１４ 知事は、第１３の規定による実績報告書を受けた場合において、その内容を審

査し、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合

すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に額の確定通知書

（別記第９号様式）により通知する。

（補助金概算払分の精算）

第１５ 補助事業者のうち、第１０により補助金の概算払請求を行った者は、第１４の

規定による通知受領後１４日以内に概算払交付分支払請求書（別記第１０号様式）を

提出しなければならない。

（補助金の請求）

第１６ 補助事業者は、第１４に規定する通知を受けたときは、当該通知受領後１４日

以内に請求書（別記第１１号様式）を提出しなければならない。

２ 知事は、第１項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補

助金の支払を適当と認めたときは、これを支払うものとする。

（経費区分及び帳簿の整理保管等）

第１７ 補助事業者は補助事業に関する経理については、他の経理と区分し、収入及び

支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理

し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、５年間保管しなければならない。

２ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数

、 、 、 、を経過するまで 知事の承認を受けないで この事業の目的に反して使用し 譲渡し

交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

３ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがある。

４ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな



らない。

５ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

。契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない

６ 第２項により付した条件に基づき、知事が財産の処分を承認する場合には、あらか

じめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

７ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事に報告しなければならな

い。

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）で

あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消

費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に

基づき報告を行うこと。

また、知事に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を知事に納付

させることがある。

８ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。

９ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供

を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

（その他）

第１８ この補助金の交付に関しては、この要綱の定めるもののほか、岡山県補助金等

交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号）の定めるところによる。

附 則

１ この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。

２ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度分の補助金から適用す

る。



別表（第６関係） 補助対象経費

項 目 内 容

謝礼金 、賃金 事業実施にあたり講師などに支払う謝礼金

講師への謝礼、出演団体への謝礼

※ 補助事業者役員への謝礼は対象外

アルバイト雇い上げ費用 等

打合せ経費 会議、打合せ等に伴うお茶代

※ アルコール類、食事代は対象外 等

物品購入費 事業実施に直接必要な消耗品類及び制作に必要な材料等の購入経費

事務用品類、コピー用紙、フィルム代、木材、看板・パネル、机、

椅子 等

印刷経費 チラシ、ポスター、等の印刷経費、コピー代、写真現像代

等

役務費 郵送料（切手、ハガキ代を含む 、物品類の運搬費、新聞や雑誌等）

への広告掲載料、保険料（損害保険、イベント保険等）等

委託料 イベント委託費、舞台設営費 等

賃借料、レンタル、リ 会場費、貸与物品類の賃料 等

ース料

空き店舗等の改修費 事業実施のための改修にかかる経費 等

旅費 講師等の旅費 等

雑役務費 手話通訳、託児サービスの経費 等
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